
特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書(付表) 

 

 この付表は、特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額について寄附金控除を受ける場合で、このほかに震災関連寄附金に

ついても寄附金控除を受けるときに「特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書」の「１ 寄附

金控除額の計算」に代えて使用します。 

 まず、この付表を記入し、○サ、○ス及び○セの金額を「特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書」

の⑦欄、⑨欄及び⑩欄にそれぞれ転記します。 

 この付表は「特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書」と一緒に提出してください。 
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(最高１千万円) 
○ア  

円 

 

○ア以外の寄附金の額 ○イ   

○ア  ＋ ○イ  ○ウ   

震災関連寄附金の額 ○エ   

所得金額の合計額 ○オ   

○オ  × 40％ ○カ   

○ウと○カのいずれか 

少ない方の金額 
○キ   

○オ  × 80％ ○ク   

○エ  ＋ ○キ  ○ケ   

○クと○ケのいずれか 

少ない方の金額 
○コ   

寄附金控除額 

（○コ  － ２千円） 
○サ  

(赤字のときは０) 
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○カ  － ○イ  ○シ  
(赤字のときは０) 

 

○アと○シのいずれか 

少ない方の金額 
○ス  

 

取得費の調整対象額 

（○ス  － ２千円） 
○セ  

(赤字のときは０) 

 

１ 寄附金控除額の計算 

 

申告書第二表の「所得から差し引かれる金額に関する事項」欄

の「寄附金控除」欄の寄附金の額から○アの金額を除いたものを

記入してください。 

(注)申告書第二表の「所得から差し引かれる金額に関する事項」

欄の「寄附金控除」欄の寄附金の額と同額になります。 

申告書第二表の「所得から差し引かれる金額に関する事項」欄

の「寄附金控除」欄の震災関連寄附金の額を転記してください。 

申告書第一表の「所得金額」欄の合計を転記してください。 

(注)次の場合には、それぞれ次の金額を加算してください。 

 ・退職所得及び山林所得がある場合･･･その所得金額 

 ・ほかに申告分離課税の所得がある場合･･･その所得金額（特別

控除前の金額） 

 なお、損失申告の場合には、申告書第四表（損失申告用）の「４

繰越損失を差し引く計算」欄の○81の金額を転記してください。 

「特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附

金控除額の計算明細書」の⑦欄に転記します。 

24.１ 

「特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附

金控除額の計算明細書」の⑨欄に転記します。 

「特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附

金控除額の計算明細書」の⑩欄に転記します。 

 氏 名              

「特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の

明細書」の「３控除対象特定（新規）株式の取得に要した金額の計

算」欄の⑤の適用対象額を転記してください。 

なお、控除対象特定新規株式の銘柄が複数ある方は、まず、「特定新

規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計

算明細書」の２により適用対象額の合計を計算し、その金額を転記

してください。 


